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上町通りに疫病退散！！の

思いを込めて

市民有志が描きました。

Facebook
始めました！

（上町すみれ会主催）



一般家庭のゴミから企業のゴミまで
店舗のゴミ

会社のゴミ

引越のゴミ

生　ゴ　ミ

粗 大 ゴ ミ

工場のゴミ

工事のゴミ

イベントのゴミ

迅速・親切 お見積無料 産業廃棄物 …秋田県全域
一般廃棄物 …能代・山本郡内

畑クリーンサービス株式会社
ハタ

〒016-0122　能代市扇田字扇渕 4－13（能代工業団地内）
TEL.0185-74-6203      FAX.0185-74-6204　 （代）

対　象　者
次の要件を満たす中小企業者
原則として、最近１か月間の売上高等と、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期比で５％以上減少する
ことが見込まれる中小企業者等。
※認定基準の運用緩和により、業歴３か月以上１年１か月未満の事業者も対象です。
※中小企業でＳＮ５号認定の場合は、特別枠で無利子・無保証料となります。

融資限度額 3,000万円（経営安定資金の既存枠とは別枠） 資金使途 運転資金及び設備資金 貸付期間 10年以内（据置 5 年以内）

金　　　利

年0.00%
(当初3年間は下記金利相当分を事後に
　　　キャッシュバックすることで実質無利子化）
※4年目以降
　　　危機関連保証・SN4号 1.15％、SN5号1.35％

保 証 料 率 0.00%（国、県、保証協会で全期間負担）
保　証　人 取扱金融機関の定めによる

秋田県 産業政策課 団体・金融班
℡０１８－８６０－２２１５

秋田県信用保証協会 本所
℡０１８－８６３－９０１１

●市町村が発行する認定証が必要です
●申込みは、県内の取り扱い金融機関又は県信用保証協会へ
●制度の内容などは、次の機関へ御照会ください

●経営安定資金危機対策枠（無利子・無保証料）

（注１）基準利率は、災害発生時の融資制度に適用される利率（融資期間に応じた所定の利率）が適用されます。
　　　主な貸付利率は日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の各ＨＰをご覧ください。
（注２）一部の対象者については、基準利率－0.9％の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初３年間が
　　　実質無利子となる予定です。

ご利用いただける方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって次の（１）又は（２）のいずれかに該当
し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方
（１）最近１ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して５％以上減少している方
（２）業歴３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合は、最近１ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して５％以上減少している方
① 過去３ヵ月（最近１ヵ月を含みます。）の平均売上高② 令和元年12 月の売上高③ 令和元年10 月から12 月の平均売上高

お使いみち
融資限度額
（いずれも別枠） ○国民生活事業   6,000 万円          ○中小企業事業   ３億円

設備資金20 年以内（５年以内）         運転資金15 年以内（５年以内）ご返済期間（うち据置期間）

担　　保 無担保

●新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金

利率（年）
（注１）

国民生活事業

中小企業事業

3,000 万円以内の部分（注２）　当初３年間：基準利率－0.9％　３年経過後：基準利率
3,000 万円を超える部分　　　 基準利率
１億円以内の部分（注２） 　      当初３年間：基準利率－0.9％　３年経過後：基準利率
１億円を超える部分　　       　 基準利率

融資対象者

通常部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拡充部分

お使いみち
2,000 万円 別枠1,000 万円融資限度額

●マル経融資（小規模事業者経営改善資金）および 生活衛生改善貸付の拡充の概要

【マル経融資（小規模事業者経営改善資金）】
商工会議所、商工会、又は都道府県商工会連合会の
実施する経営指導を受けている小規模事業者であって、
商工会議所等の長の推薦を受けた方
【生活衛生改善貸付】
生活衛生関係の事業を営んでおり、生活衛生同業組
合等の実施する経営指導を受けている小規模事業者
であって、生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方

左記に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により
直近１ヵ月の売上が、前年又は前々年の同期と比較し
て５％以上減少している方

ご返済期間（うち据置期間） 設備資金10年以内（２年以内）
運転資金７年以内（１年以内）

設備資金10年以内（４年以内）
運転資金７年以内（３年以内）

設備資金および運転資金 設備資金および運転資金

利率（年） 特別利率Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　当初３年間：特別利率Ｆ－0.9％　３年経過後：特別利率Ｆ

新型コロナウイルス感染症対策融資制度について

お問合せ先

※お問い合せ　中小企業相談所　電話0185-52-6342
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持続化給付金について 5 月 1日より
電子申請開始
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給付額は？ 

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、

再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

個人事業者は最大 100 万円
法人事業者は最大 200 万円

【パターン１】
　①今年の売上（ひと月）２０万円　②前年同月の売上５０万円　③前年の総売上３００万円　だった場合

　　★給付要件確認

　　（②５０万円－①２０万円）÷②５０万円 ×１００＝④６０％→前年同月売上と比較した減少率

　　④の売上減少率が５０％以上のため、給付対象

　給付額の計算：③３００万円―２４０万円（①×１２ヶ月）＝⑤売上減少分６０万円

　個人事業者の場合　給付上限額１００万円＜⑤６０万円→給付額６０万円

　法人事業者の場合　給付上限額２００万円＜⑤６０万円→給付額６０万円

【パターン２】　
　①今年の売上（ひと月）４０万円　②前年同月の売上３０万円　③前年の総売上６００万円　だった場合

　　★給付要件確認

　　（②４０万円－①３０万円）÷②４０万円 ×１００＝④２５％→前年同月売上と比較した減少率

　　④の売上減少率が５０％未満のため、給付対象外

【パターン３】　
　①今年の売上（ひと月）５０万円　②前年同月の売上２００万円　③前年の総売上１，０００万円　だった場合

　　★給付要件確認

　　（②２００万円―①５０万円）÷②２００万円 ×１００＝④７５％→前年同月売上と比較した減少率

　　④の売上減少率が５０％以上のため、給付対象

　給付額の計算：③１，０００万円―６００万円（①×１２ヶ月）＝⑤売上減少分４００万円

　個人事業者の場合　給付上限額１００万円＜⑤４００万円→給付額１００万円

　法人事業者の場合　給付上限額２００万円＜⑤４００万円→給付額２００万円

▲

▲

▲

１．新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減少している事業者。

２．2019 年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

３．法人の場合は、 ①資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満、又は、 ②左記の定めがない場合、常時使用

　　する従業員の数が 2000 人以下 である事業者。 ※2019 年に創業した方や売上が一定期間に偏在している

　　方などには特例があります。 ※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。 

　　※詳細は、経済産業省のホームページにて、申請要領等をご確認下さい。

　　※電子申請が困難な方のために、「申請サポート会場」を開設する予定となっております。

◆売上減収分の計算方法は、前年の総売上（事業収入）−（前年同月比▲50％月の売上 ×12 ヶ月）

（ただし、昨年１年間の売上からの減収分が上限）

※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。 

持続化給付金コールセンター
直 通 ダ イ ヤ ル

I P 電話専用回線

特殊詐欺にご注意！
補助金や助成金に便乗した勧誘や
特殊詐欺が横行しております。
不審な電話やメールには十分に
お気を付けください。

持続化給付金とは？ 

給付対象の主な要件 

お問い合せ先

0 1 2 0 - 1 1 5 - 5 7 0
0 3 - 6 8 3 1 - 0 6 1 3

8 時 30 分〜19 時 00 分（5 月 6 月（全日）、7 月（土曜・祝日を除く））

8 時 30 分〜17 時 00 分（8 月以降（土曜・祝日を除く））

受付
時間

（通話料有）
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株式会社 品田電気工事
代表取締役　品　田　一　也
〒016 -0831  秋田県能代市元町15ｰ43
TEL 0185ｰ55ｰ1288㈹・FAX 0185ｰ55-3208
ma i l：sh i n aden@sh i r a k am i . o r . j p

女 性 ・ 若 者 枠 Ａ タ ーン起業・移住起業枠
秋田県  起業支援事業費補助金のご案内

募
集
対
象
者

対
象
事
業
補
助
金
の
額

補
助
率
及
び

と
な
る
経
費

補
助
対
象

　
募
集
期
間

次の（１）から（５）の全てに該当する方が対象となります。

（１）秋田県内で新たに起業する方、又は応募日から

           起算して起業後１２ヶ月以内の方

（２）女性、又は応募日時点で４０歳未満であること

（３）起業後の本店・本社等の主たる事業所等が県内

          にあること

（４）暴力団等の反社会的勢力でないこと

　　  また、反社会的勢力との関係を有しないこと

（５）その他知事が定める事項に該当しないこと

次の（１）から（４）の全てに該当する方が対象となります。
（１）次の①から④のいずれかに該当する方
　　① 応募時において秋田県外に居住する者で秋田県内で
             新たに起業する方
　　② 応募日から起算して秋田県内に転居後３６ヶ月以内
             の者で秋田県内でこれから起業する方
　　③ 応募日から起算して秋田県内に転居後３６ヶ月以内
              の方で、応募日から起算して秋田県内で起業後
　　　１２ヶ月以内の方
　　④ 県内市町村における地域おこし協力隊の経験がある方で、
              秋田県内でこれから起業する方又は応募日から起算
              して秋田県内で起業後１２ヶ月以内の方
（２）起業後の本店・本社等の主たる事業所等が県内にあること
（３）暴力団等の反社会的勢力でないこと
　　  また、反社会的勢力との関係を有しないこと
（４）その他知事が定める事項に該当しないこと

次の（１）から（４）の全てに該当する事業が対象となります。
（１）事業計画が明確であり、優れたビジネスプランであること
（２）起業の実現が高い事業であること
（３）起業の模範となる事業であること
（４）起業を予定している事業が別記に該当しないこと

○事業拠点費 ( 設備費・機械器具費・構築物費等（不動産取得を除く））　 ○人材育成費（研修費等）　

○広告宣伝費（新聞広告費等）　○旅費（起業地確認及び営業活動等経費）○人件費（給与等）

（１）補助金の額は補助対象経費の合計額で１／２以内、
         １００万円を上限として助成します。
（２）補助対象期間は、交付決定日から最大で１２ヶ月間です。

（１）補助金の額は補助対象経費の合計額で１／２以内、
          ２００万円を上限として助成します。
（２）補助対象期間は、交付決定日から最大で１２ヶ月間です。

【第１回募集】2020 年４月　１日（水）～ 2020 年　６月１１日（木） 必着
【第２回募集】2020 年６月１２日（金）～ 2020 年１０月１６日（金） 必着
（注）各募集の最終日は、午後５時１５分を最終提出期限とします。事業計画の内容に誤りや記載不備等
が見られる場合もありますので、できるだけ最終日よりも前に提出確認又は相談をお願いします。

　
提
出
書
類

（１）事業計画書、事業計画概要書、事業計画内容説明書、誓約書
（２）その他審査に必要と思われる書類で、商工会または商工会議所が個別に求めるもの
　　　例： 既に起業している場合は、法人－ 履歴事項全部証明書、個人－ 税務署へ届け出た開業届
　　　（ 税務署の受付印があるものの写し）

　　※計画書作成に関する相談は随時受け付けていますので、できるだけ事前にご相談ください。

お問い合せ　中小企業相談所　TEL 0185-52-6342

秋田県中小企業
応援キャラクター

がんばっけさん
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地 域 密 着 がんばる秋田の企業を応援します

〒010－0923 秋田市旭北錦町1－47　県商工会館
TEL.018－864－3320　FAX.018－864－3335

理事長　村　岡　淑　郎

地震に備える共済
取り扱いしております

休業対応応援共済
地震危険補償共済
地震危険補償特約

 （火災共済契約に付帯する特約）

（  　　　　　　　　　　　）能代商工会議所　能代の花火担当

　皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、この度の新型コロナウイルス感染症の状況を

考慮し、誠に残念ではありますが、7月4日(土)に開催を予定していた「第18回港まつり

能代の花火」を来季に延期する事に決定しましたのでお知らせ致します。

　2020年8月3日(月)・4日(火)に開催を予定しておりました

能代七夕「天空の不夜城」は、新型コロナウイルス感染症の

状況を考慮し開催を見送ることと致しました。

　何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。

※広告協賛をすでにいただいた皆様には、協賛金を返金致します。
　詳しくは後日事務局より、ご連絡させていただきます。

※既にチケットをご購入いただいた皆様には代金を返金致します。

　後日販売会社よりご連絡させていただきますのでご了承願います。
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能代商工会議所　事務局組織図

（兼）中小企業相談所長
平川　善子

主査
松橋　大地
（経営指導員）

経営サポート課長
三熊　明子 総務課
（経営指導員）

主任
赤塚　祐佳
（経営指導員）

主任
斉藤　　茜
（経営指導員）
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専務理事　
竹嶋　高明

事務局長　
平川　善子

今年度入所しました職員をご紹介いたします!!新入職員紹介

　今年の春、大学を卒業し、入所しました。
　商工会議所は、様々な年代・業種の方と多く関われる場でもあります。
私は、新入社員のため任せられる仕事が限られていますが、先輩方の応対等
を学び、日々勉強していきたいです。よろしくお願い致します。

　今年３月に大学を卒業し、４月から入所し勤務しております。
社会人１年目で至らぬ所ばかりですが、事業所の皆さんのお力になれるよう
精進してまいります。ご指導よろしくお願い致します。

　私は、社会人１年目でほとんどが初めてのことばかりです。
毎日覚えることが沢山ありますが、早く１人前の職員として働き、お客様から
感謝されるよう日々精進してまいりたいと思います。これからよろしくお願い
致します。

杉本　　崚

高崎　祐弥

登藤　舞花

杉本　　崚

高崎　祐弥

登藤　舞花

住　所：能代市上町6番6号 　TEL                                      0185‒52‒0545  　FAX 0185‒52‒2345

TEL                                      0185‒70‒1955  　FAX 0185‒70‒1977
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名刺・ハガキ類
24時間スマート納品挑戦中！

ポイント２倍!!
が使えます！ダンクカード

マスコットキャラクター
みちのくん

☎

ボ
ク
の
看
板
が

　 

め
じ
る
し
だ
よ
！

国道
101号線

・能代ポイントカード（ダンクカード）加盟店

〒016-0897 秋田県能代市昭南町６の１　5 0185-54-1359

名刺・封筒・伝票印刷承り
ます。

印刷の専門店
さついん せん もん てん

個人の方でも企業の方でも、印刷のことなら印刷専門店の当社にご相談ください。

（0185）

毎日

54-3706

は
ん
こ

ゴ
ム
印

はじめ
  ました

受付中!!

令和2年5月補正予算の成立を前提としたお知らせです。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者の皆様へ

対　象 市内の事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月と比べて30％以上減少している事業者

申請に
必要な
も　の

①法人は法人番号、個人事業主は本人確認書類（免許証など）
②令和元年の確定申告書類の控え
③売上が減少した月の事業収入額がわかる書類（去年と今年の売上台帳など）
④事業継続支援金を振込む通帳の写し

申　請
方　法

交付申請書に上記①～④の書類の写しをつけて、市役所へ郵送、または、事前に電話予約のうえ相談窓口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市役所大会議室）へ
　　交付申請書は能代市役所ホームページへ掲載する予定です。（5月13日ころ）

感染防止のため、必ず電話予約をしてください
お問い合せ先：能代市役所  商工港湾課　TEL.89-2186　　

交付額 　20万円

能代市事業継続支援金を交付します

Information

中小企業相談所 ☎0185－52－6342お問い合わせ先

～2020年3月まで 2020年4月から

記帳機械化手数料　　　　　　　　　　5,000円～　　　　　　8,000円～ 
記帳指導手数料　　決 算 申 告　　　5,000円　　　　　　　8,000円～ 
　　　　　　　　　　消費税申告    
　　　　　　　　　　　　　本則課税　5,000円　　　　　　　8,000円 
　　　　　　　　　　　　　簡易課税　3,000円　　　　　　　5,000円 

※全て税込金額です。

記帳機械化・
記帳指導手数料の
改定のお知らせ

マル経融資制度のご案内

①お申込み月の第３週目までに下記の書類をご持参のうえ当所へ来所下さい。
※所定の書類⇒直近２期分の決算書・確定申告書、直近試算表、現在の借入
　　　　　　　返済表など　※決算期が２期に満たない場合には、ご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  
②融資担当による事業概況の聞き取り

 
③マル経審査会の開催

④日本政策金融公庫による審査

⑤融資決定後、借入申込書の提出

⑥日本政策金融公庫より指定の口座へ入金
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ご融資までの流れご融資までの流れ

マル経融資とは小規模事業者を対象とした無担保・無保証・低金利
で融資をする制度です。※利率1.21％（2020年５月１日現在）


